
登米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例

●重要事項に関する抜粋

【趣旨】

【解説】

（内容及び手続の説明及び同意）

第５条　特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、あら
かじめ、利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者（以下「利用申込者」
という。）に対し、第20条に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、第13条
の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者の教育・保育の
選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提
供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

各施設においては、この条例に基づき、特定教育・保育の提供の開始に際して、
あらかじめ利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利
用申込者の同意を得ることと規定されています。

１　第５条は、特定教育・保育施設は施設及び事業者が教育・保育の提供の開始
    に当たり、事前の説明及び同意を得ることを規定するものです。

２　第53条では、重要事項を付した文書の交付について、電子処理組織を使用す
    る方法（ホームページ等）に代えることができることを規定しています。
    この場合、利用申込者に対して電磁的方法の種類（ホームページからダウン
    ロードや電子メールなど）及び内容を示し、文書又は電磁的方法によって承
    諾を得なければならないと規定しています。
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（別紙資料1―2参照）
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～施設長からお願い～






